
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上にゲート絶縁膜を形成し、前記ゲート絶縁膜の上にポリシリコン膜を形
成する段階と、
　前記ポリシリコン膜の上に拡散防止膜を形成する段階と、
　前記拡散防止膜の上に、酸化時に導電性金属酸化膜を形成できる金属からなる金属膜を
形成する段階と、
　前記金属膜、前記拡散防止膜及び前記ポリシリコン膜を選択エッチングしてゲート電極
パターンを形成する段階と、
　前記半導体基板の全体構造に対してゲート再酸化工程を行う段階とを

ことを特徴とする半導体素子のゲート電極形成方法。
【請求項２】
　前記金属膜は、３００～１０００Åの厚さで形成されることを特徴とする請求項 記載
の半導体素子のゲート電極形成方法。
【請求項３】
　前記拡散防止膜は、ＴｉＮ膜またはＷＮ膜であることを特徴とする請求項１記載の半導
体素子のゲート電極形成方法。
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含み、
　前記金属膜は、イリジウム（Ｉｒ）、オスミウム（Ｏｓ）のいずれか一つにより形成さ
れ、
　前記ゲート再酸化を行う段階の際、前記ゲート電極パターンの金属層側壁に均一な導電
性金属酸化膜が形成される

１



【請求項４】
　前記ゲート再酸化工程は、７００～９００℃の酸化雰囲気下で行われることを特徴とす
る請求項１記載の半導体素子のゲート電極形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体製造技術に関し、特に半導体素子のゲート電極形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、ＭＯＳトランジスタのゲート電極は、ポリシリコン膜を用いて形成してきた。ポ
リシリコンゲート電極は、その形成工程が安定しているという利点がある。しかし、半導
体素子の高集積化により、ゲート電極を始めとして各種パターンが微細化しており、最近
は０．１５μｍ線幅以下まで微細化が進行している。これに伴い、通常のゲート電極材料
として用いるドープしたポリシリコン（ doped polysilicon）は、高い比抵抗特性のため
、遅延時間が長くて高速動作が要求される素子に適用し難しいという問題点があった。
【０００３】
かかる問題点は、半導体装置が高集積化するにつれて深刻な問題となっている。これを改
善する為に、タングステン、チタンなどの高融点金属元素を用いたポリサイド（ polycide
、ポリシリコン／シリサイド（ silicide））構造のゲート電極技術が提示された。しかし
、こうしたポリサイド構造のゲート電極も超高集積化した半導体素子の動作速度の向上に
は限界があり、最近はタングステン（Ｗ）の様な高融点金属（ refractory metal）をゲー
ト電極として用いる技術が盛んに研究・開発されている。
【０００４】
図１は、従来技術により形成されたタングステンゲート電極の断面図であって、これを参
照して以下に従来の工程を説明する。
【０００５】
従来工程では、まず、シリコン基板１０の上にゲート酸化膜１１を成長させ、その上にド
ープしたポリシリコン膜（ doped polysilicon）１２を蒸着する。次に、ポリシリコン膜
１２の上に拡散防止膜としてＷＮ膜１３及びタングステン膜１４を蒸着し、その上にマス
ク酸化膜１５を蒸着する。
【０００６】
続いて、マスク酸化膜１５及びタングステン膜１４、ＷＮ膜１３及びポリシリコン膜１２
を順次選択エッチングしてゲート電極をパターニングする。
【０００７】
以後、ゲート電極パターニングのためのドライエッチングの際に、ゲート電極及びゲート
酸化膜１１のエッチング損傷の回復のために、ゲート再酸化（ gate re-oxidation）工程
を行う。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このとき、タングステン膜１４が高温の酸化雰囲気に露出することで、タングステン膜１
４の側壁に、揮発性絶縁物質のタングステンオクサイド（ＷＯ３ ）１６が形成されて、ゲ
ート電極の形態（ morphology）が壊れることになる。このように変形されたゲート電極は
、イオン注入工程及び側壁スペーサ形成工程などの後続工程に影響を与えることになり、
所望の素子特性を得にくくなる。また、タングステン膜１４の酸化がひどい場合、タング
ステン（Ｗ）の量が低減して、ゲート電極の抵抗が増加するという問題点があった。
【０００９】
図１の符号１７は、ゲート再酸化工程によりポリシリコン膜１２側壁に形成された熱酸化
膜である。
【００１０】
上記の問題点を解決するために、山本（ N.Yamamoto）等によりウェット水素酸化（ Wet Hy
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drogen Oxidation）（ Journal of Electrochemical Society,Vol.133,p.401（ 1986）参照
）工程が提案されたが、この工程は必要な厚さの熱酸化膜を得る為に、高温（１０００℃
）で、長時間の酸化工程を行わなければならない。これにより、金属ゲート電極の使用が
予想される４ＧＤＲＡＭ以上の半導体素子では、莫大な熱量（ thermal budget）が要求さ
れる。
【００１１】
また、かかる問題を避けるために、窒素雰囲気下で熱処理を行う場合、ゲート酸化膜の特
性は酸素雰囲気下で熱処理を行う場合に比べて劣化するという問題点があった。
【００１２】
従って、本発明の目的は、ゲート再酸化工程の際、所要熱量及びゲート絶縁膜の劣化を増
加させることなく、金属の異常酸化現象を防止できる半導体素子のゲート電極形成方法を
提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記の問題点を解決するために、本発明による半導体素子のゲート電極形成方法は、半
導体基板の上にゲート絶縁膜を形成し、前記ゲート絶縁膜の上にポリシリコン膜を形成す
る段階と、前記ポリシリコン膜の上に拡散防止膜を形成する段階と、前記拡散防止膜の上
に、酸化時に導電性金属酸化膜を形成できる金属からなる金属膜を形成する段階と、前記
金属膜、前記拡散防止膜及び前記ポリシリコン膜を選択エッチングしてゲート電極パター
ンを形成する段階と、前記半導体基板の全体構造に対してゲート再酸化工程を行う段階と
を

ことを特徴とする。
【００１４】
　 本発明は、従来のタングステンの様な高融点金属の代わりに、

などの様に酸化されて非揮発性の導電性金属酸化膜を形成する
金属をゲート電極材料として用いる。これにより、通常のゲート再酸化工程を行っても、
金属膜の異常酸化現象なしに均一な酸化膜を得ることができ、かつその酸化膜は電導性の
ため、ゲート電極の抵抗特性を改善することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明にかかる、半導体素子のゲート電極形成方法の実施の形態の具体例を図面を
参照しながら説明する。
図２乃至図４は、本発明の一実施例によるイリジウムゲート電極形成工程図であって、こ
れを参照して以下に説明する。
【００１６】
まず、図２に示すように、シリコン基板２０の上にゲート酸化膜２１を成長させ、その上
にドープしたポリシリコン膜２２を５００～１５００Å厚さで蒸着する。続いて、その上
に拡散防止膜として５０～３００Å厚さのＷＮ膜２３（またはＴｉＮ膜）及び３００～１
０００Å厚さのイリジウム膜（Ｉｒ）２４を蒸着し、イリジウム膜２４の上にマスク酸化
膜２５を蒸着する。
【００１７】
次に、図３に示すように、マスク酸化膜２５、イリジウム膜２４、ＷＮ膜２３及びポリシ
リコン膜２２を選択的にドライエッチングしてゲート電極をパターニングする。このとき
、ゲート酸化膜２１も僅かにエッチングされる。
【００１８】
続いて、図４に示すように、７００～９００℃温度のウェットまたはドライ雰囲気下で、
通常のゲート再酸化工程を行い、ゲート酸化膜２１のエッチング損傷を回復させ、ポリシ
リコン膜２２側壁には熱酸化膜２６ａを、イリジウム膜２４側壁には導電性酸化イリジウ
ム膜（ＩｒＯ２ ）２６ｂをそれぞれ３０～１５０Åの均一な厚さで形成する。前記導電性
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含み、前記金属膜は、イリジウム（Ｉｒ）、オスミウム（Ｏｓ）のいずれか一つにより
形成され、前記ゲート再酸化を行う段階の際、前記ゲート電極パターンの金属層側壁に均
一な導電性金属酸化膜が形成される

つまり、 イリジウム（Ｉ
ｒ）、オスミウム（Ｏｓ）



酸化イリジウム膜（ＩｒＯ２ ）２６ｂは、２００μΩ・ｃｍ以下の比抵抗を持つことによ
り非常に良好な導電性を持つ。
【００１９】
以後、ＬＤＤ（ Lighiy Doped Drain）イオン注入及び側壁スペーサ形成工程を行い、ソー
ス／ドレインのイオン注入を行うことになる。
【００２０】
前記の様な工程を行うことにより、ゲート再酸化工程の際、ゲート金属側壁に均一な導電
性金属酸化膜が形成されるので、異常酸化現象を防止できる。
【００２１】
尚、本発明は本実施例に限られるものではない。例えば、前記実施例では、ゲート金属と
してイリジウムを用いる場合を一例にして説明したが、その代わりに、ルテニウム（Ｒｕ
）、オスミウム（Ｏｓ）の様に酸化されて導電性金属酸化膜を形成する金属であれば用い
ても良い。また、その他本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、多様に変形・実施するこ
とが可能である。
【００２２】
【発明の効果】
以上のように、本発明は、既存のポリシリコンゲートまたはポリサイドゲートの為に、セ
ットアップされたゲート再酸化工程をそのまま使用しても金属膜の異常酸化現象を抑制で
き、別の追加工程なしにゲート電極の電気的特性及び工程の安全性を確保することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術により形成されたタングステンゲート電極の断面図である。
【図２】本発明の一実施例によるイリジウムゲート電極形成工程図である。
【図３】本発明の一実施例によるイリジウムゲート電極形成工程図である。
【図４】本発明の一実施例によるイリジウムゲート電極形成工程図である。
【符号の説明】
２０　　　シリコン基板
２１　　　ゲート酸化膜
２２　　　ドープしたポリシリコン膜
２３　　　ＷＮ膜
２４　　　イリジウム膜
２５　　　マスク酸化膜
２６ａ　　熱酸化膜
２６ｂ　　酸化イリジウム膜
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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